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認知症施策推進計画

資料５
前橋市社会福祉審議会

第4回高齢者福祉専門分科会

R8.3.24
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前橋市の認知症ケアパス（認知症施策体系図）
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認知症高齢者の状況

①要介護認定申請の主治医意見書からみる認知症高齢者の状況
認知症高齢者（認知症高齢者自立度Ⅰ以上の高齢者）は、令和6年から令和7年にかけて331人増加している。そのう
ち、自立度Ⅰの高齢者は令和6年の4,111人から令和7年には4,314人と203人増加している。

②国のMCI（軽度認知障害）の状況は６５歳以上の高齢者の２８%と言われており、本市の６５歳以上の高齢者に置き
換えると約28,000人となり、潜在的に多くのMCIが存在すると推測される。

※MCIは認知機能の低下は感じるものの日常生活に支障が生じるほど大幅な低下でない、認知症の一歩手前の状態

※「認知症高齢者自立度Ⅰ」は、何らかの認知症を有するが、
日常生活は家庭内及び社会的にはほぼ自立している状態
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R4→R7で物忘れが多いと感じる人の割合が全体では46.1%から40.4%と5.7ポイント減少した。特に事業対
象者は8.2ポイント減少しており、減少率が高い。

ニーズ調査（R4→R7)

●物忘れが多いと感じますか？

認知症高齢者の状況

認知症施策推進計画







6

【認知症施策】９期⇒10期への主な変更点（案） ①②③

基本法に明記された
「共生社会の実現」を目指す

基本的な考え方
（国の計画：前文）

認知症の人の声を尊重し、
「新しい認知症観」に基づき施策を推進する

基本的な方向性
（国の計画：前文）

①「新しい
認知症観」
に立つ

②認知症を
自分ごととして

考える

③認知症の人等
との

参画・対話

④多様な
主体の
連携・協働

●「認知症基本法」第11条に基づく国の「認知症施策推進基本計画」（令和6年12月～令和11年）を反映

■９期 まえばしスマイルプラン

●「認知症施策推進大綱」（令和元年～令和7年）を反映

基本的な考え方
（国の計画：前文）

認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、

「共生」と「予防」を車の両輪として施策を推進

■10期 まえばしスマイルプラン

① 基本的な考え方：９期…認知症大綱を反映 → 10期…認知症基本法を反映

認知症施策推進計画
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目指す
姿 認知症になってからも、自分らしく希望を持って暮らし続けることができるまち

（ 誰もが認知症になり得る / 自分ごととして考える時代へ ）
市民一人ひとりが、「新しい認知症観」を理解し、認知症になる前から、今置かれている環境の中
で、「認知症になっても大丈夫」と思える環境を創っていくことを目指し、自分ごととして考えること
ができる。

基本的な
考え方

認知症の人に関する市民の理解の増進/「新しい認知症観」の普及の促進

認知症の人の社会参加の機会の確保/生きがいや希望を持った暮らしの実現の推進

認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進/地域における生活支援体制の整備

認知症の人の意思決定支援・相談体制の整備・多様な主体の連携強化

目標１

目標２

目標３

目標４

② 事業に基づいた取組案→目指す姿に向けた取組案へ
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